
東松島市訓令甲第５号 

平成１９年２月２０日 

 

東松島市広報紙広告掲載取扱要領 

 

（趣旨） 

第 1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱（平成１９年東松島市訓令甲第４号。以下

「広告掲載要綱」という。）第９条の規定に基づき、本市の広報紙「市報ひがしまつ

しま」（以下「広報紙」という。）への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告の内容） 

第２条 広報紙に掲載する広告の内容は、広告掲載要綱第５条及び次の各号に掲げるも

のとする。 

（1） 市内に所在する事業所及び団体等に関するもの 

（2） その他前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの 

（掲載の規格等） 

第３条 広告は１色又は多色刷で、１枠当たりの大きさは、概ね縦４２ミリメートル横

１２２ミリメートル（以下「第１種広告」という。）及び縦４２ミリメートル横２５

２ミリメートル（以下「第２種広告」という。）とする。 

２ 広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。 

（広告掲載料） 

第４条 広告掲載料は、次のとおりとする。 

（1） 第１種広告 広報紙１号につき１０,０００円 

（2） 第２種広告 広報紙１号につき２０,０００円 

（掲載の申込み） 

第５条 広告掲載希望者（以下「広告主」という。）は、掲載を希望する広報紙発行日

の前々月末日（ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たった場合は、その前日）までに、広報

紙広告掲載申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）に掲載原稿を添付して市

長に提出するものとする。 

２ 広告の掲載は、１広告主について広報紙１号あたり１枠限りとする。 

３ 広告主は、１回の申込みにおいて、同一年度内に発行する広報紙の広告掲載申込み

が出来るものとする。 

４ 年度内申込みの広報紙は、５月１日号から翌年４月１５日号の月２回発行のうち、

各月１日号発行の広報紙とする。 

（掲載の可否決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定

し、広報紙広告掲載決定通知書（様式第２号）又は広報紙広告非掲載決定通知書（様



式第３号）により広告主に通知するものとする。 

（掲載の取消し） 

第７条 掲載決定の通知後において、次のいずれかに該当する場合は、市長は広報紙広

告掲載取消通知書（様式第４号）により、この決定を取消すことができる。 

（1） 広告主が広告掲載料を納入期限までに納入しない場合 

（2） 広告内容に虚偽の記載があった場合 

（3） その他前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した場合 

（広告掲載料の納付） 

第８条 広告主は、市長が発行する納入通知書により広告掲載料を納入するものとし、

納付期限及び納入先については、納入通知書に記載のとおりとする。 

（広告掲載料の還付） 

第９条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。 

（1） 広報紙の編集上、市の都合により広告を掲載することが出来なくなった場合 

（2） 市長が正当な事由があると認めた場合 

（広告主の責務） 

第１０条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 

２ 掲載原稿の作成にかかる費用は、広告主の負担とする。 

３ 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。 

（その他） 

第１１条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定

めるものとする。 

 

附 則 

 この訓令は、公示の日から施行する。 

 

附 則（平成２３年８月８日訓令甲第３７号） 

 この訓令は、公示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

広報紙広告掲載申込書 

 

年  月  日 

 

 東松島市長                 様 

 

 

申込者  住 所 

                    団体名 

                    代表者              ㊞ 

                         

電 話 

   ＦＡＸ 

 

 

 「広報東松島」に広告を掲載したいので、東松島市広報紙広告掲載取扱要領第５条の

規定により下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

１ 掲 載 号 

（毎月１日発行） 

         年 

 

□ 5月 1日号 □ 6月 1日号 □ 7月 1日号 □ 8月 1日号  

□ 9月 1日号 □ 10月 1日号 □ 11月 1日号 □ 12月 1日号 

 □ 翌年 1月 1日号 □ 翌年 2月 1日号 

 □ 翌年３月 1日号 □ 翌年 4月 1日号 

注）5月 1日号から翌年 4月 1日号を１年度とします。 

計    回分 

２ 掲 載 枠 
□ 第１種広告（縦４２㎜ × 横１２２㎜） 

□ 第２種広告（縦４２㎜ × 横２５２㎜） 

３ 掲載原稿  別添のとおり 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

広報紙広告掲載決定通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

 

                         東松島市長       印 

 

    

          年  月  日付けで申し込みのありました広告掲載について、下記の

とおり掲載することに決定したので通知いたします。 

 

記 

 

  １ 掲載号        年  月１日号から     年  月１日号まで 

 

  ２ 掲載枠     第   種広告〔       円／枠〕 

 

  ３ 広告掲載料           円〔内訳              〕 

      注）広告掲載料は、同封の納入通知書により指定の金融機関で納期内に納入して下さい。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

広報紙広告非掲載決定通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

 

                       東松島市長        印 

 

    

        年  月  日付けで申し込みのありました広告掲載については、下記の

理由により掲載しないことに決定したので通知いたします。 

 

記 

 

  １ 理 由                             

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

広報紙広告掲載取消通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

 

                         東松島市長       印 

 

    

            年  月  日付けで決定通知した広告掲載については、下記の理由

により取消します。 

 

記 

 

  １ 理 由                            

                                   

 

 


